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個人情報保護制度・情報公開制度の利用状況

　情報公開制度は、皆さんの「知る権利」を保障する
ため、市が保有している情報を広く公開、提供する制
度です。
　皆さんの請求により、市が持っている公文書を公開す
ることで、市民の皆さんの市政への参加を進め、より身
近で開かれた市政を目指しています。
　情報公開では、市が保有する情報はすべて公開する
ことが原則ですが、個人の情報や公共の利益を守るた
めに、例外的に公開できない情報もあります。

情報公開制度
生活相談課　 （25）8125

ガソリン携行缶 灯油用ポリエチレン缶

基準適合性表示基準適合性表示
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議　会 ２ １ ０ １ １ ０ ０
市　長 49 25 18 ４ ４ ２ １

選挙管理委員会 １ ０ ０ ０ ０ １ ０
高島市民病院 ２ ２ ０ 0 ０ ０ ０

▼平成 24 年度中　公文書の公開 （件）

　個人情報保護制度は、市が保有している
個人に関する情報を保護し、適正に取り扱
うためのルールを定めたものです。
　市が保有している自分に関する情報を知
りたい時には、この情報の開示を請求する
ことができます。また、その情報について、
内容が異なるときは、訂正または削除の請
求をすることができます。

個人情報保護制度

実施
機関

請
求
件
数

開
示

部
分
開
示

非
開
示

訂
正

削
除

う
ち
不
存
在

市長 ４ ２ １ １ １ ０ ０

消防
本部 １ ０ １ ０ ０ ０ ０

▼平成 24 年度中　個人情報の開示 （件）
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★入れると、変質、変形の原因となり、漏れ
たり火災の原因になったりします。

入れられません。
灯油用ポリエチレン缶は、灯油専用

として性能試験に合格していますので、灯油
以外、つまりガソリンや軽油を入れることは
できません。

ガソリンや軽油、灯油を運んだり、貯蔵したり
する方法をＱ＆Ａ方式で説明します。ＡＱ＆

混合油の成分はガソリンが主なので、
とても揮発性が高く危険です。ガソ

リン用の金属製携行缶に入れてください。 この容器は、ガソリンとオイルを混ぜるための
もので、運んだり貯蔵したりはできません。

ガソリンは、性能試験に合格した金属製
携行缶に入れるようにしてください。

現在、軽油用として性能試験されたポリエチレン
製の容器は流通していませんので、軽油も性能試
験に合格した金属製携行缶に入れてください。

灯油用ポリエチレン缶に
ガソリンや軽油は入れられる？

混合油は何に入れたらいいの？
ホームセンター等で売っている
混合油を作るプラスチック製の容器で
貯蔵したらいけないの？

ガソリンや軽油は
何に入れたらいいの？
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コード 離　　職　　理　　由
11 解雇
12 天災等の理由により事業の継続が不可能になったことによる解雇
21 雇い止め（雇用期間３年以上、雇い止め通知あり）
22 雇い止め（雇用期間３年未満、更新明示あり）
31 事業主からの働きかけによる正当な理由のある自己都合退職
32 事業所移転等に伴う正当な理由のある自己都合退職
○特定理由離職者
コード 離　　職　　理　　由
23 期間満了（雇用期間３年未満、更新明示なし）
33 正当な理由のある自己都合退職
34 正当な理由のある自己都合退職（被保険者期間 12か月未満）
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